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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信器コイルと、
　前記受信器コイルに接続された第１の増幅段であって、
　　当該第１の増幅回路が、
　　　ａ）前記受信器コイルにより受信された信号の少なくとも一部と、
　　　ｂ）閾値と、
　　の間の差分を増幅する、
　　当該第１の増幅段と、
　前記第１の増幅段から前記増幅された差分を受信するように接続された入力を有する電
流増幅回路であって、
　　当該電流増幅回路が、
　　　第１のＭＯＳＦＥＴであって、
　　　　制御端子と、
　　　　前記電流増幅回路の前記入力に接続されたソース／ドレインの第１のものと、
　　　　第１の基準電位に接続されたソース／ドレインの第２のものと、
　　　　を有する当該第１のＭＯＳＦＥＴと、
　　　第２のＭＯＳＦＥＴであって、
　　　　前記電流増幅回路の前記入力に接続された制御端子と、
　　　　前記電流増幅回路の出力に接続されたソース／ドレインの第１のものと、
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　　　　第２の基準電位に接続されたソース／ドレインの第２のものと、
　　　　を有する当該第２のＭＯＳＦＥＴと、
　　　を備え、
　　動作時、当該第１のＭＯＳＦＥＴが導通状態を維持するように、前記第１のＭＯＳＦ
ＥＴの前記制御端子がバイアスされる、
　　当該電流増幅回路と、
　ヒステリシスレベルシフタ回路であって、
　　前記受信器コイルにより受信された前記信号の前記少なくとも一部が前記閾値を横断
したことに応答して、逆方向における閾値の横断が遅延されるように、
　　　ａ）前記受信器コイルにより受信されたフィルタ済みの前記信号の一部、
　　　ｂ）前記閾値、または、
　　　ｃ）フィルタ済みの前記信号の一部と前記閾値との両方、
　　のレベルをシフトする、
　　当該ヒステリシスレベルシフタ回路と、
　を備えるデータ通信受信器。
【請求項２】
　前記第１の基準電位が、前記第２の基準電位と同じである、
　請求項１のデータ通信受信器。
【請求項３】
　前記第１の基準電位が、前記データ通信受信器の負の供給電位である、
　請求項１または請求項２のデータ通信受信器。
【請求項４】
　前記第１の基準電位が、前記受信器コイルにより受信された前記信号の最小部分である
、
　請求項１のデータ通信受信器。
【請求項５】
　前記第１のＭＯＳＦＥＴの前記制御端子が、前記電流増幅回路の前記入力に接続されて
いる、
　請求項１から請求項４のいずれか一項のデータ通信受信器。
【請求項６】
　前記第１のＭＯＳＦＥＴと前記第２のＭＯＳＦＥＴとが、リニアカレントミラーを形成
している、
　請求項５のデータ通信受信器。
【請求項７】
　前記受信器コイルにより受信された前記信号から低周波数成分をフィルタすることと、
前記第１の増幅段にフィルタ済み信号を出力することとをするように接続されたフィルタ
回路をさらに備える、
　請求項１から請求項６のいずれか一項のデータ通信受信器。
【請求項８】
　前記ヒステリシスレベルシフタ回路が、前記抵抗にかかる前記電位の前記レベルをシフ
トする可変電流を出力するように接続されている可変電流源を備える、
　請求項７のデータ通信受信器。
【請求項９】
　前記第１の増幅段が、コモンゲート増幅器を備える、
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載のデータ通信受信器。
【請求項１０】
　前記コモンゲート増幅器の入力と基準電位との間に接続された可変抵抗をさらに備え、
　前記ヒステリシスレベルシフタ回路が、前記可変抵抗の抵抗を変化させて前記閾値の前
記レベルをシフトするように接続されている、
　先行する請求項のいずれか一項に記載のデータ通信受信器。
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【請求項１１】
　デューティ比５０％である送信された信号の場合、前記増幅された差分の前記デューテ
ィ比が、３５％と６５％との間、例えば、４０％と６０％との間となるように、前記閾値
と前記レベルの前記シフトとが設定される、
　先行する請求項のいずれか一項のデータ通信受信器。
【請求項１２】
　前記ヒステリシスレベルシフタ回路が、前記受信器コイルにより受信された前記信号の
少なくとも一部の前記レベルをシフトする、
　先行する請求項のいずれか一項に記載のデータ通信受信器。
【請求項１３】
　前記ヒステリシスレベルシフタ回路が、前記信号が前記閾値未満に低下したことに応答
して、前記レベルをシフトする、
　先行する請求項のいずれか一項に記載のデータ通信受信器。
【請求項１４】
　前記受信器コイルが、リードフレームの一部、ボンドワイヤ、または、表面を金属化し
た材料、を備える、
　先行する請求項のいずれか一項に記載のデータ通信受信器。
【請求項１５】
　先行する請求項のいずれか一項に記載のデータ通信受信器を備える、
　電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、ガルバニック絶縁を使用する回路間の通信に関し、より具体的には
、スイッチング電力変換装置における絶縁バリアをまたいだ通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気装置は、多くの場合、直流絶縁された、異なるグランド電位を基準とする送信器と
受信器との間で情報を送信する通信システムを含む。例として、電力変換装置、医療機器
、海事関連機器などが挙げられる。
【０００３】
　このような通信システムの１つは、磁気結合した配線を使用して、送信器と受信器との
間で情報を送信する。誘導結合とも呼ばれる場合があり、送信導体を通って流れる変化す
る電流が、受信導体の端部間に電圧を誘導する。導体間の結合は、様々な方法で強化され
得る。例えば、導線は、磁心付きで、または磁心なしで、コイルに成型され得る。または
、例示的な誘導結合は、変圧器と結合インダクタとを含む。
【０００４】
　このような導体の磁気結合にもかかわらず、導体は、その間で電気的に大幅に導通する
ことなく電圧差が生じ得るように、互いに電気的に絶縁されたまま維持され得る。しかし
、導体間の磁気結合が十分に強い限り、この電気的な絶縁をまたいで情報が伝達され得る
。
【発明の概要】
【０００５】
　一態様において、データ通信受信器は、受信器コイルと；受信器コイルに接続された第
１の増幅段（増幅段階）であって、第１の増幅回路が、ａ）受信器コイルにより受信され
た信号の少なくとも一部と、ｂ）閾値と、の間の差分を増幅する、当該第１の増幅段と；
第１の増幅段から増幅された差分を受信するように接続された第２の増幅段であって、当
該第２の増幅段がカレントミラーを備える、当該第２の増幅段と、ａ）受信器コイルによ
り受信された信号の一部、ｂ）閾値、またはｃ）受信器コイルにより受信された信号の一
部と閾値と、のレベルをシフトするヒステリシスレベルシフタ回路と、を含む。受信器コ
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イルにより受信された信号の少なくとも一部が閾値を横断したことに応答して、逆方向に
おける閾値の横断が遅延される。
【０００６】
　他の態様において、データ通信受信器は、受信器コイルと；受信器コイルにより受信さ
れた信号から低周波数成分をフィルタすることと、フィルタ済み信号を出力することとを
行うように接続されたフィルタ回路と；フィルタ済み信号を受信することと、閾値を基準
としたフィルタ済み信号の差分を増幅することとを行うように接続された増幅回路と；ａ
）受信器コイルにより受信されたフィルタ済み信号の一部、ｂ）閾値、またはｃ）フィル
タ済み信号の一部と閾値との両方、のレベルをシフトするヒステリシスレベルシフタ回路
と、を含む。フィルタ済み信号が閾値を横断したことに応答して、逆方向における閾値の
横断が遅延される。
【０００７】
　さらに別の他の態様において、データ通信受信器は、受信器コイルと；受信器コイルに
接続された第１の増幅段であって、当該第１の増幅回路がａ）受信器コイルにより受信さ
れた信号の少なくとも一部と、ｂ）閾値と、の間の差分を増幅する当該第１の増幅段と；
第１の増幅段から増幅された差分を受信するように接続された入力を有する電流増幅回路
と；受信器コイルにより受信された信号の少なくとも一部が閾値を横断したことに応答し
て、逆方向における閾値の横断が遅延されるように、ａ）受信器コイルにより受信された
フィルタ済み信号の一部、ｂ）閾値、またはｃ）フィルタ済み信号の一部と閾値との両方
のレベルをシフトするヒステリシスレベルシフタ回路と、を含む。電流増幅回路は、第１
のＭＯＳＦＥＴと第２のＭＯＳＦＥＴとを備える。第１のＭＯＳＦＥＴは、制御端子を有
し、ソース／ドレインの第１のものが、電流増幅回路の入力に接続されており、ソース／
ドレインの第２のものが、第１の基準電位に接続されている。第２のＭＯＳＦＥＴが、電
流増幅回路の入力に接続された制御端子を有し、ソース／ドレインの第１のものが、電流
増幅回路の出力に接続されており、ソース／ドレインの第２のものが、第２の基準電位に
接続されている。動作時、第１のＭＯＳＦＥＴが導通状態を維持するように、第１のＭＯ
ＳＦＥＴの制御端子がバイアスされる。
【０００８】
　これらの、及び、他の態様は、以下の特徴の１つ以上を含み得る。カレントミラーは、
第１の増幅段から増幅された差分を受信するように接続された入力を有し得る。カレント
ミラーは、制御端子を有する第１のＭＯＳＦＥＴを含み得、ソース／ドレインの第１のも
のが、電流増幅回路の入力に接続されており、ソース／ドレインの第２のものが、第１の
基準電位に接続されている。カレントミラーは、電流増幅回路の入力に接続された制御端
子を有する第２のＭＯＳＦＥＴを含み得、ソース／ドレインの第１のものが、電流増幅回
路の出力に接続されており、ソース／ドレインの第２のものが、第２の基準電位に接続さ
れている。動作時、第１のＭＯＳＦＥＴが導通状態を維持するように、第１のＭＯＳＦＥ
Ｔの制御端子がバイアスされる。
【０００９】
　増幅回路は、フィルタ済み信号と閾値との間の差分を増幅するように接続された第１の
増幅段と、第１の増幅段から増幅された差分を受信するように接続された第２の増幅段と
を含み得る。第２の増幅段は、カレントミラーを含み得る。カレントミラーは、第１の増
幅段から増幅された差分を受信するように接続された入力を有し得る。様々な態様におい
て、第１の基準電位は、第２の基準電位、データ通信受信器の負の供給電位、または、受
信器コイルにより受信された信号の少なくとも一部、と同じであり得る。第１のＭＯＳＦ
ＥＴの制御端子は、電流増幅回路の入力に接続され得る。第１のＭＯＳＦＥＴと第２のＭ
ＯＳＦＥＴとは、リニアカレントミラーを形成し得る。
【００１０】
　データ通信受信器は、受信器コイルにより受信された信号から低周波数成分をフィルタ
することと、第１の増幅段にフィルタ済み信号を出力することとを行うように接続された
フィルタ回路を含み得る。フィルタ回路は、受信器コイルを第１の増幅段に結合する静電
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容量を含み得る。フィルタ回路の静電容量は、ＭＯＳＦＥＴのゲート静電容量を含み得る
。フィルタ回路は、基準電位に接続された抵抗を含み得る。ヒステリシスレベルシフタ回
路は、抵抗にかかる電位のレベルをシフトし得る。
【００１１】
　ヒステリシスレベルシフタ回路は、抵抗にかかる電位のレベルをシフトする可変電流を
出力するように接続された可変電流源を含み得る。第１の増幅段は、コモンゲート増幅器
を含み得る。コモンゲート増幅器は、閾値に接続されたソースを有する第１のトランジス
タを含み得る。第１の差動増幅段は、ＮＭＯＳトランジスタを含み得る。データ通信受信
器は、コモンゲート増幅器の入力と基準電位との間に接続された可変抵抗を含み得る。ヒ
ステリシスレベルシフタ回路は、可変抵抗の抵抗を変化させて閾値のレベルをシフトする
ように接続され得る。デューティ比５０％の送信された信号に対しては、増幅された差分
のデューティ比が３５％から６５％の間、例えば、４０％から６０％の間であるように、
閾値とレベルのシフトとが設定され得る。
【００１２】
　データ通信受信器は、受信器コイルにより受信された信号の少なくとも一部と閾値との
間の増幅されたバージョンの差分を受信するように接続された出力回路を含み得る。出力
回路は、差分を表す２値状態信号を出力するように接続され得る。
【００１３】
　ヒステリシスレベルシフタ回路は、２値状態信号の状態変化に応答して、レベルをシフ
トし得る。ヒステリシスレベルシフタ回路は、受信器コイルにより受信された信号の少な
くとも一部のレベルをシフトし得る。ヒステリシスレベルシフタ回路は、信号が閾値未満
に立ち下がったことに応答して、レベルをシフトし得る。受信器コイルは、リードフレー
ム、ボンドワイヤ、及び／または、表面を金属化した材料の一部を含み得る。受信器コイ
ルは、５０ｎＨ以下、例えば、２０ｎＨ以下のインダクタンスをもち得る。
【００１４】
　電力変換装置は、上記の態様のいずれかに従ったデータ通信受信器を含み得る。この電
力変換装置は、受信器コイルに磁気結合された送信器コイルと、送信器コイルをまたいで
パルスを出力するように接続されたパルス発生器と、を含み得る。パルス発生器は、１０
ｎｓ以下、例えば、５ｎｓ以下の持続期間をもつパルスを生成するように構成され得る。
送信器コイルは、５０ｎＨ以下のインダクタンス、例えば、２０ｎＨ以下をもち得る。電
力変換装置は、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ電力スイッチを含み得る。
【００１５】
　以下の図を参照しながら、本発明の非限定的かつ非網羅的な実施形態が説明され、異な
る図の中の同様の参照番号は、別段の指定がない限り、同様の部分を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の教示に従った、増幅器と入力ヒステリシスブロックとを含むア
ナログ受信器前段の例示的なブロック図を示す。
【図２】図２は、本発明の教示に従った、図１のフィルタ済み信号、第１の信号、第２の
信号、及び再生信号の例示的な波形を示すタイミング図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の教示に従った、図１の例示的なアナログ受信器前段を示す
概略図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の教示に従った、図１の例示的なアナログ受信器前段を示す
概略図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の教示に従った、図３Ａのアナログ受信器前段のフィルタ済
み信号の例示的な波形を示すタイミング図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の教示に従った、図３Ｂのアナログ受信器前段のフィルタ済
み信号の例示的な波形を示すタイミング図である。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明の教示に従った、図１の例示的なアナログ受信器前段を示す
概略図である。
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【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明の教示に従った、図１の例示的なアナログ受信器前段を示す
概略図である。
【図６】図６は、本発明の教示に従った、通信リンクを使用して送信器と受信器及びアナ
ログ受信器前段との間で通信し得る例示的なスイッチコントローラーを示す。
【図７】図７は、本発明の教示に従った、送信器と受信器及びアナログ受信器前段との間
で通信する通信リンクを使用するスイッチコントローラーを使用する例示的な電力変換シ
ステムである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図面中の複数の図にわたり、対応する参照符号は、対応する構成要素を示す。当業者は
、図中の要素が、簡潔かつ明確であるように描かれていることと、必ずしも一定の縮尺で
描かれていないこととを理解すると考えられる。例えば、本発明の様々な実施形態をより
理解しやすくするため、図中のいくつかの要素の寸法が、他の要素より誇張されている場
合がある。さらに、市販に適した実施形態で有用または必要な、一般的だがよく理解され
ている要素は、多くの場合、本発明に係るこれらの様々な実施形態の図が見づらくならな
いように、描かれていない。
【００１８】
　以下の説明では、本発明を十分に理解できるように、多くの具体的な詳細事項が記載さ
れている。本発明を実施する際に具体的な詳細事項を必ずしも使用する必要がないことが
、当業者には明らかだと考えられる。他の例では、本発明が理解しにくくならないように
、よく知られた材料または方法は、詳細には説明されていない。
【００１９】
　本明細書中での、「一実施形態（ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「一実施形態（
ａｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「一例（ｏｎｅ　ｅｘａｍｐｌｅ）」または「例（ａ
ｎ　ｅｘａｍｐｌｅ）」についての言及は、実施形態または例に関連して説明されている
特定の特徴、構造または特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意
味する。従って、本明細書中の様々な場所で「一実施形態において（ｉｎ　ｏｎｅ　ｅｍ
ｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「一実施形態において（ｉｎ　ａｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」
、「一例（ｏｎｅ　ｅｘａｍｐｌｅ）」または「例（ａｎ　ｅｘａｍｐｌｅ）」という語
句が使用されていても、必ずしもすべてが同じ実施形態または実施例を参照しているわけ
ではない。さらに、１つ以上の実施形態または例において、特定の特徴、構造または特性
は、任意の適切な組み合わせ、及び／または部分的組み合わせで組み合わされ得る。特定
の特徴、構造または特性は、説明されている機能を提供する集積回路、電子回路、結合論
理回路、または他の適切な構成要素に含まれ得る。加えて、本明細書と共に提供される図
が当業者への説明を目的としていることと、図面が必ずしも一定の縮尺で描かれているわ
けではないこととが理解される。
【００２０】
　上述のとおり、通信システムは、誘導結合を使用して送信器と受信器との間で情報を送
信し得る。信号は、送信導体を通って流れる電流を変化させることにより、受信器に送信
され得る。変化する電流は、受信導体の端部間に電圧を誘導する。場合によっては、送信
器により送信される信号は、略方形パルス波形であり得る。受信された電圧は、受信され
た電圧がどれほど速く振動するか（一般的に、「周波数」と呼ばれる）と、振動の大きさ
（一般的に、「振幅」と呼ばれる）とにより特徴付けられ得る正弦波形に似たものであり
得る。場合によっては、受信器は、受信された電圧を閾値電圧と比較することにより、パ
ルスの送信を識別し得る。しかし、弱い誘導結合の場合、受信された電圧の振幅は、比較
的小さいものであり得る。閾値電圧は、受信された信号の検出に寄与するように、基準に
近いものであり得る。しかし、閾値電圧の低い受信器は、ノイズに対して高感度であり得
、受信器が、ノイズを、送信された信号と誤解し得る。さらに、受信された信号の周波数
は、比較的高いものであり得る。従って、受信器内の回路は、受信された信号の周波数で
動作する程度に十分速くなければならない。加えて、短い誘導電圧を変換するため、受信
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回路がほとんどの時間で動作状態になければならないので、回路の電流消費量は、低くな
ければならない。
【００２１】
　本発明で、場合によっては、アナログ受信器前段は、第１の増幅回路と第２の増幅回路
と、入力ヒステリシス回路とを含み得る。アナログ受信器前段は、受信された信号をフィ
ルタして、第１の増幅段にフィルタ済み信号を出力する高域通過フィルタをさらに含み得
る。第１の増幅回路は、フィルタ済み信号と閾値との間の差分を増幅し得る。パルスは、
フィルタ済み信号が閾値に達したときに検出され得る。検出されたパルスの持続期間は、
フィルタ済み信号が閾値を逆方向に再度横断するために必要な時間として使用され得る。
場合によっては、フィルタ済み信号が閾値を逆方向に再度横断するために必要な時間が増
加するように、入力ヒステリシス回路は、フィルタ済み信号と閾値とのいずれかをレベル
シフトすることにより、パルスに起因した初期閾値の横断に応答し得る。従って、検出さ
れたパルスの持続期間が増加したように見え、受信された信号を他の回路が処理しやすく
する。場合によっては、第２の増幅回路は、カレントミラーを含み得る。第２の増幅回路
は、第１の増幅回路から出力される、より長く見える持続期間のパルスに応答し得る。第
２の増幅回路は、第１の増幅段の出力の電圧を制限し得る。仮に、第１の増幅段の出力電
圧が高いとすると、第１の増幅段の出力における正味の静電容量が、帯電と放電とに、よ
り長い時間を必要とすることになる。対称的に、第１の増幅段の出力の電圧を制限する第
２の増幅段は、出力電圧の振幅を制限することにより、第１の増幅段の速度を改善し得る
。
【００２２】
　コントローラーの様々な部分が互いに直流絶縁されている電力スイッチ用コントローラ
ー内などのノイズの多い環境で、このようなアナログ受信器前段が、特に有益であり得る
。特に、電力スイッチによりスイッチングされた電力は、誘導結合をまたいで送信された
信号の電力より、はるかに大きなものであり得る。例えば、電力スイッチは、１００台、
または、さらには１０００台のボルトをスイッチングし得る一方、送信された信号は、１
００台のｍＶ以下であり得る。従って、誘導結合をまたいで送信された信号を区別できる
アナログ受信器前段は、重要である。
【００２３】
　さらに、提案されたアナログ受信器前段は、いくぶん遅い技術（長い／遅いトランジス
タ）を使用して実装され得る。このような比較的遅い技術は、高電圧容量を伴うので、他
の回路要素に有益であり得る。
【００２４】
　第１の増幅回路と第２の増幅回路との両方を含み、第２の回路がカレントミラーである
アナログ受信器前段では、１０ｎｓ以下、例えば、５ｎｓ以下の持続期間をもつパルスな
どの高周波信号に第１の増幅回路が応答できる。適切なフィルタ処理を通すことで、この
ようなパルスは、はるかに高い電圧をスイッチングする電力スイッチによってもたらされ
るノイズからさえ区別され得る。特に、誘導結合の受信ループは、受信ループにより受信
される、より低い周波数成分を除去するフィルタに接続され得る。より低い周波数成分が
除去された後でも、送信されたパルスを検出する受信器閾値は、過度に低く設定され得な
い。受信ループ上のノイズは、そのような過度に低い閾値を横断し得るからである。しか
し、より高い閾値、すなわち、送信された信号に対して、受信器がより選択的に、または
排他的にさえ応答できるようにするものは、受信器に、信号の比較的小さな一部にのみ応
答させることとなる。言い換えると、受信ループ上の信号が正弦信号に似ている場合、検
出閾値が、ゼロ電圧付近（すなわち、信号の極小値における）から、中間電圧（すなわち
、理想的な正弦波の傾きの変曲における）を通って、受信された信号の最大電圧へと増加
すると、信号の見かけの持続期間は減少する。最後に、検出閾値が振動の振幅の極大値を
上回ると、受信ループ上の信号の見かけの持続期間が完全に消失する。
【００２５】
　見かけの持続期間が完全に消えないとしても、実際には、受信ループ上の信号の見かけ



(8) JP 6723090 B2 2020.7.15

10

20

30

40

50

の持続期間が、下流の回路による後工程のため、十分大きいまま維持されることが好まし
い。例えば、場合によっては、下流のデジタル回路は、パルス周波数のデューティ比５０
％の約２５％内、例えば、パルス周波数のデューティ比５０％の１０％内の見かけの持続
期間をもつパルスにより、最良に動作し得る。１０ｎｓ以下、例えば、５ｎｓ以下の持続
期間をもつパルスの場合、これは、パルスが１．５から３．５ｎｓの間の見かけの持続期
間をもつことを意味する。
【００２６】
　これらの、及び、他の課題は、以下に説明されるように、ヒステリシスを利用すること
により対処され得る。ヒステリシスは、パルスの最初の認識に応答して、受信されたパル
スが閾値を上回る、または閾値未満に維持される時間が延長されるように設定され得る。
例えば、パルスの検出のため、５０から２００ｍＶの間の初期閾値が設定され得る。その
閾値が、２０～８０ｍＶぶん減少または増加（または、信号レベルが増加または低減）し
て、パルスの見かけの持続期間を延長し得る。閾値または信号レベルの変化にもかかわら
ず、ノイズ感度は増加しない。
【００２７】
　まず、図１を参照すると、アナログ受信器前段１０２は、フィルタ１０８と第１の増幅
回路１１０と第２の増幅回路１１２と出力回路１１３と入力ヒステリシス回路１１４とを
含む。さらに、図２に、受信された信号ＵＲ１０４とフィルタ済み信号ＵＦ１１６と第１
の信号Ｕ１　１１８と第２の信号Ｕ２　１２０とヒステリシス信号ＵＨ１１７とが図示さ
れている。場合によっては、受信された信号ＵＲ１０４は、磁気結合された導体を介して
通信された信号の受信に起因した誘導電圧または電流であり得る。
【００２８】
　フィルタ１０８は、受信された信号ＵＲ１０４から比較的低い周波数成分をフィルタす
るように接続されている。図示されたアナログ受信器前段１０２において、フィルタ１０
８は、静電容量１２１と抵抗１２２とを含む高域通過フィルタとして示されている。フィ
ルタ１０８は、フィルタ済み信号ＵＦ１１６を第１の増幅回路１１０に出力する。第１の
増幅回路１１０は、フィルタ済み信号ＵＦ１１６と閾値との間の差分を増幅して、結果と
して得られる差分を第１の信号Ｕ１　１１８として出力する。第１の増幅回路１１０は、
入力ヒステリシス回路１１４からヒステリシス信号ＵＨ１１７を受信するようにも接続さ
れている。さらに説明するように、ヒステリシス信号ＵＨ１１７は、再生信号ＵＲＥＣ１
０６に応答して、第１の増幅回路１１０のフィルタ済み信号ＵＦ１１６と閾値とのいずれ
かまたは両方をレベルシフトし得る。
【００２９】
　第２の増幅回路１１２は、第１の信号Ｕ１　１１８を受信するように接続されている。
動作時、第２の増幅回路１１２は、第１の信号Ｕ１　１１８を増幅することと、反転する
こととを行い、さらに、結果を第２の信号Ｕ２　１２０として出力する。場合によっては
、第２の増幅回路１１２は、カレントミラーを含み得る。増幅の程度は、カレントミラー
に含まれているトランジスタ間の比により影響を受け得る。第２の増幅回路１１２におけ
るカレントミラーの使用は、第１の増幅回路１１０（図３に示すＱ１　３２４）の出力抵
抗があまり高くない場合でも、規定の閾値が第１の増幅回路１１０において設定されるよ
うにする。従って、さらに後述するように、第１の信号Ｕ１　１１８におけるパルスの増
幅は、このようなパルスが、フィルタ済み信号ＵＦ１１６の場合よりＵ１　１１８の場合
の方が長い持続期間を有することにより改善され得る。第２の増幅回路１１２（さらなる
例においてカレントミラーとして示されている）は、さらに、第１の増幅回路１１０の出
力電圧の振幅と、第１の増幅回路１１０と第２の増幅回路１１２との間の端子における接
続されたすべての回路の正味の静電容量とを制限することに起因した、第１の信号Ｕ１　
１１８の立ち上がり時間と立ち下がり時間とを低減し得る。出力回路１１３は、第２の信
号Ｕ２　１２０を受信することと、再生信号ＵＲＥＣ１０６を出力することとを行うよう
に接続されている。第２の信号Ｕ２　１２０は、実質的に正弦アナログ信号に似たもので
あり得る。出力回路１１３は、アナログ信号をハイセクションとローセクションとの持続
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期間が変化する方形パルス波形に変換する。場合によっては、出力回路１１３は、第２の
信号Ｕ２　１２０を２回反転してデジタル波形を出力する２つのインバーターを含み得る
。従って、再生信号ＵＲＥＣ１０６は、ハイセクションとローセクションとの持続期間の
変化する方形パルス波形であり得る。場合によっては、第１のインバーター（図３におい
て、インバーター３３１として示されている）は、電流モード入力をもつように実装され
得る。
【００３０】
　動作時、再生信号ＵＲＥＣ１０６は、フィルタ済み信号ＵＦ１１６が第１の増幅回路１
１０の閾値を横断したことに応答して、ロー値からハイ値に遷移し得、フィルタ済み信号
ＵＦ１１６が、その後、（レベルシフトされている可能性がある）閾値を逆方向に横断し
たことに応答して、ハイ値からロー値に遷移し得る。言い換えると、再生回路１０２は、
まず、フィルタ済み信号ＵＦ１１６が第１の増幅回路１１０の閾値を横断したときに、受
信されたパルスを検出し、フィルタ済み信号ＵＦ１１６が、第１の増幅回路１１０の（レ
ベルシフトされている可能性がある）閾値を次に横断したときに、受信されたパルスの終
端を検出する。
【００３１】
　入力ヒステリシス回路１１４は、受信されたパルスの見かけの持続期間を増加させるよ
うに接続され得る。これが、本明細書で説明される状態により、再生信号ＵＲＥＣ１０６
がハイである時間を増加させる。場合によっては、入力ヒステリシス回路１１４は、パル
スの最初の検出（すなわち、再生信号ＵＲＥＣ１０６の前エッジの検出）に応答して、フ
ィルタ済み信号ＵＦ１１６のレベルシフトを開始し得る。レベルシフトは、レベルシフト
されたフィルタ済み信号ＵＦ１１６が、逆方向ではあるが再度閾値を横断するのに必要な
時間を増加させ得る。言い換えると、レベルシフトは、フィルタ済み信号ＵＦ１１６と閾
値との間の差分を増加させ得る。示された論理により、レベルシフトされたフィルタ済み
信号ＵＦ１１６が第１の増幅回路１１０の閾値を次に横断したときに、再生信号ＵＲＥＣ

１０６がロー値に戻る。フィルタ済み信号ＵＦ１１６がレベルシフトされていない場合の
持続期間に比べて、再生信号ＵＲＥＣ１０６のハイ値の見かけの持続期間が増大する。他
の場合において、入力ヒステリシス回路１１４は、パルスの最初の検出（例えば、再生信
号ＵＲＥＣ１０６の前エッジの検出）に応答して、第１の増幅段の閾値をレベルシフトし
得る。このようなレベルシフトは、さらに、フィルタ済み信号ＵＦ１１６が第１の増幅段
１１０の閾値を逆方向に横断するために必要な時間を増加させ得る。例えば、閾値は、レ
ベルシフトされて、閾値とフィルタ済み信号ＵＦ１１６との間の差分を増加させ得る。従
って、フィルタ済み信号ＵＦ１１６がレベルシフトされた閾値を再度横断するために必要
な時間が増加し、検出パルスの見かけの持続期間が増加する。場合によっては、入力ヒス
テリシス回路１１４は、パルスの最初の検出に応答して、第１の増幅段のフィルタ済み信
号ＵＦ１１６と閾値との両方をレベルシフトし得る。このようなレベルシフトは、同時に
、または、異なる時点で開始し得る。
【００３２】
　図２は、フィルタ済み信号ＵＦ２１６と第１の信号Ｕ１　２１８と第２の信号Ｕ２　２
２０と再生信号ＵＲＥＣ２０６との例示的な波形を含むタイミング図２００である。示さ
れるように、第１の信号Ｕ１　２１８は、フィルタ済み信号ＵＦ２１６と閾値ＶＲＥＦ２
３６との間の差分の増幅である。閾値ＶＲＥＦ２３６は、図１に関連して説明した第１の
増幅回路の閾値である。第２の信号Ｕ２　２２０は、第１の信号Ｕ１　２１８のさらなる
増幅と反転とであり得る。第１の信号Ｕ１　２１８と第２の信号Ｕ２　２２０とにおける
ｙ軸のスケールは、異なっていてもよい。示されるように、フィルタ済み信号ＵＦ２１６
と第１の信号Ｕ１　２１８と第２の信号Ｕ２　２２０とは、概ね、正弦波形に似ている。
しかし、信号の波形が、他の形状に似たものであり得ることが理解されるべきである。図
１の出力回路は、第２の信号Ｕ２　２２０を受信して、実質的に長方形の信号ＵＲＥＣ２
０６を出力する。フィルタ済み信号ＵＦ２１６が閾値ＶＲＥＦ２３６を横断したとき、信
号ＵＲＥＣ２０６がハイ値からロー値に遷移し、逆も同様である。特に、フィルタ済み信



(10) JP 6723090 B2 2020.7.15

10

20

30

40

50

号ＵＦ２１６が閾値ＶＲＥＦ２３６未満に立ち下がったとき、再生信号ＵＲＥＣ２０６が
ロー値からハイ値に遷移する。フィルタ済み信号ＵＦ２１６が閾値ＶＲＥＦ２３６を逆方
向に再度横断したとき、再生信号ＵＲＥＣ２０６がハイ値からロー値に遷移する。前述の
とおり、フィルタ済み信号ＵＦ２１６と閾値ＶＲＥＦ２３６とのいずれかまたは両方が、
様々な時点でレベルシフトされ得る。再生信号ＵＲＥＣ２０６がハイである持続期間は、
見かけの再生パルス幅ＴＰＷ２３８と呼ばれる場合がある。フィルタ済み信号ＵＦ２１６
と閾値ＶＲＥＦ２３６とのいずれかまたは両方にレベルシフトを適用することにより、見
かけの再生パルス幅ＴＰＷ２３８の持続期間が増加する。
【００３３】
　図３Ａは、前述のアナログ受信器前段１０２の一例であるアナログ受信器前段３０２を
示す。アナログ受信器前段３０２は、フィルタ３０８と第１の増幅回路３１０と第２の増
幅回路３１２と出力回路３１３と入力ヒステリシス回路３１４とを含む。
【００３４】
　フィルタ３０８は、高域通過フィルタとして、まとまって接続された静電容量３２１と
抵抗３２２、３２３とを含む。フィルタ３０８は、受信された信号ＵＲ３０４を受信する
ことと、フィルタすることとを行い、さらに、フィルタ済み信号ＵＦ３１６を出力する。
フィルタ済み信号ＵＦ３１６は、抵抗３２２、３２３をまたいで低減する。フィルタ３０
８の前の任意選択的な静電容量（図５に示す静電容量５５０など）は、図３Ａに示されて
いない。任意選択的な静電容量の一端は、受信された信号ＵＲ３０４に接続され得、他端
はＶＳＳに接続されている。ノイズ耐性を改善する任意選択的な静電容量は、また、送信
器の寄生出力キャパシタンスにより、または、アナログ受信器前段３０２の入力に接続さ
れた他の構成要素により内在的に提供され得る。
【００３５】
　第１の増幅回路３１０は、コモンゲート差動増幅器としてまとまって接続された、トラ
ンジスタＱ１　３２４と、Ｑ２　３２５と、電流Ｉ２を出力する電流源３２６と、電流Ｉ

３を出力する電流源３２７と、抵抗３３７とを含む。トランジスタＱ２　３２５のソース
は、抵抗３３７に接続されている。抵抗３３７とトランジスタＱ２　３２５のソースとの
間のノードにおける電圧は、図１と図２とに関連して前述した閾値ＶＴＨ３３６である。
トランジスタＱ１　３２４のソースは、フィルタに通され電圧ＵＦ３１６を受信するよう
に接続されている。第１の増幅回路３１０の出力（第１の信号Ｕ１　３１８）は、電流源
３２６の電流Ｉ２からトランジスタＱ１　３２４のドレイン電流を減算したものである。
第１の増幅回路３１０は、フィルタ済み信号ＵＦ３１６と閾値ＶＴＨ３３６との間の差分
を増幅する。示されるように、閾値ＶＴＨ３３６は、基準ＶＳＳより大きい。場合によっ
ては、受信された信号ＵＲ３０４の各々に対して実効性のある閾値は、負の値であり得、
ＤＣ条件下で閾値ＶＴＨ３３６から電圧ＵＦ３１６を減算することにより与えられる。従
って、アナログ受信器前段３０２は、受信された信号ＵＲ３０４の負の振動から、パルス
を識別し得る。場合によっては、トランジスタＱ１　３２４とＱ２　３２５との大きさと
相互コンダクタンスとは、比較的低いものであり得るが、十分な整合を提供する程度に十
分大きいものであり得る。
【００３６】
　第２の増幅回路３１２は、カレントミラーとしてまとまって接続された、トランジスタ
Ｑ３　３２８と、Ｑ４　３２９と、電流Ｉ４を伴う電流源３３０とを含む。トランジスタ
Ｑ４　３２９のドレイン・ソース電流は、トランジスタＱ３　３２８のドレイン・ソース
電流の増幅されたバージョンである。増幅の程度は、トランジスタＱ３　３２８とＱ４　
３２９との大きさの比（１：Ｎ）により決定される。場合によっては、トランジスタＱ４
　３２９を通る電流は、トランジスタＱ３　３２８を通る電流の２倍であり得る。加えて
、第２の増幅回路３１２は、第１の信号Ｕ１　３１８を反転する。第２の増幅回路３１２
の出力（第２の信号Ｕ２　３２０）は、トランジスタＱ４　３２９のドレイン電圧である
。場合によっては、第２の増幅段３１２のカレントミラー比が実質的に２であるとき、電
流源３２６の電流Ｉ４は、電流源３３０の電流Ｉ２に実質的に等しい。従って、フィルタ
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済み信号ＵＦ３１６が閾値ＶＴＨ３３６を横断すると、第２の信号Ｕ２　３２０が切り替
わる。加えて、電流源３３０の電流Ｉ２は、電流源３２７の電流Ｉ３の２倍であり得る。
第２の増幅回路３１２におけるカレントミラーの使用により、第１の増幅回路３１０にお
いて規定の閾値が設定可能となる。第１の信号Ｕ１　３１８におけるパルスの増幅は、レ
ベルシフトに起因してこのようなパルスがより長いパルス幅持続期間をもつように見える
ので、改善され得る。トランジスタＱ３　３２８がＵ１　３１８の電圧の振動を制限する
ので、カレントミラーは、さらに、第１の信号Ｕ１　３１８の立ち上がり時間と立ち下が
り時間とを低減し得る。加えて、第１の増幅段の出力電圧レベル（第１の信号Ｕ１　３１
８）が動作範囲内であるように、第２の増幅回路３１２の入力インピーダンス（及び、特
に、トランジスタＱ３　３２８の入力インピーダンス）は、ゼロより大きく設定されなけ
ればならない。さらに、第２の増幅回路３１２の動作は、第１の増幅回路３１０のトラン
ジスタが飽和領域で動作するように設定される。
【００３７】
　出力回路３１３は、インバーター３３１、３３２を含み、第２の信号Ｕ２　２２０を受
信することと、再生信号ＵＲＥＣ３０６を出力することとを行うように接続されている。
出力回路３１３は、第２の信号Ｕ２　１２０を２回反転して、略方形パルス波形を出力得
る。従って、再生信号ＵＲＥＣ３０６は、ハイセクションとローセクションとの持続期間
の変化する略方形パルス波形であり得る。
【００３８】
　インバーター３３３は、出力回路３１３と入力ヒステリシス３１４との間に接続されて
おり、再生信号ＵＲＥＣ３０６を反転する。しかし、インバーター３３１と３３２との間
の電圧も、入力ヒステリシス回路３１４により受信され得る。入力ヒステリシス回路３１
４は、制御される電流源３３５を含む。制御される電流源３３５は、インバーター３３３
（反転した再生信号３４６）の出力により、例えば、再生信号ＵＲＥＣ３０６により制御
される。制御される電流源３３５により提供される電流は、前述のヒステリシス信号の一
例であり得る。図示された論理の場合、制御される電流源３３５から出力された電流Ｉ１

の値は、反転した再生信号３４６がロー（すなわち、再生信号ＵＲＥＣ３０６がハイ）で
ある場合、実質的にゼロであり、反転した再生信号３４６がハイ（すなわち、再生信号Ｕ

ＲＥＣ３０６がロー）である場合、実質的に非ゼロである。場合によっては、入力ヒステ
リシス３１４は、どれだけの電流を入力ヒステリシス３１４が提供するかを制御ため、再
生信号ＵＲＥＣ３０６と反転した再生信号３４６との両方を受信し得る。
【００３９】
　動作時、入力ヒステリシス回路３１４は、フィルタ済み信号ＵＦ３１６と基準電圧ＶＳ

Ｓとの間の差分を増加させる非ゼロの電流Ｉ１を提供する。図示された実施態様において
、フィルタ済み信号ＵＦ３１６が閾値ＶＴＨ３３６未満に立ち下がったことの検出に応答
して、再生信号ＵＲＥＣ３０６がハイ値に遷移する。続いて、ハイの再生信号ＵＲＥＣ３
０６が、入力ヒステリシス回路３１４を動作させることで出力電流Ｉ１を（例えば、電流
Ｉ１が実質的にゼロであるように）低減させ、フィルタ済み信号ＵＦ３１６を閾値ＶＴＨ

３３６未満のさらに下方にレベルシフトする。再生信号ＵＲＥＣ３０６におけるハイ状態
の持続期間は、レベルシフト信号ＵＦ３１６が閾値ＶＴＨ３３６未満に立ち下がる時と、
続いて、閾値ＶＴＨ３３６を上回るように立ち上がる時の間の時間に対応する。ヒステリ
シス回路３１４がフィルタ済み信号ＵＦ３１６をさらに負に駆動することにより、再生信
号ＵＲＥＣ３０６におけるハイ状態の持続期間が延長される。
【００４０】
　再生信号ＵＲＥＣ３０６がロー値に遷移したことに応答して、入力ヒステリシス回路３
１４は、電流Ｉ１を増加させ（例えば、電流Ｉ１が、非ゼロ値に設定され）、フィルタ済
み信号ＵＦ３１６が上方へとレベルシフトされる。非ゼロの電流Ｉ１により、フィルタ済
み信号ＵＦ３１６は、ＶＳＳに対して立ち上がる。
【００４１】
　図３Ｂは、他の例示的な前述のアナログ受信器前段１０２であるアナログ受信器前段３
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０３を示す。アナログ受信器前段３０３は、フィルタ３０８と第１の増幅回路３１０と第
２の増幅回路３１２と出力回路３１３と入力ヒステリシス回路３１４とを含む。アナログ
受信器前段３０３は、ノイズ耐性を改善する任意選択的な静電容量（図示せず）をさらに
含み得る。図３Ｂに示すアナログ受信器前段３０３は、入力ヒステリシス回路３１４が電
圧閾値ＶＴＨ３３６を設定する可変抵抗３３７を含むという点で、図３Ａに示すアナログ
受信器前段３０２とは異なる。図示されるように、可変抵抗３３７の抵抗（及び、閾値Ｖ

ＴＨ３３６の大きさ）は、反転した再生信号３４６により制御される。
【００４２】
　動作時、可変抵抗３３７は、まず、閾値ＶＴＨ３３６が第１の値に実質的に等しくなる
ように設定され得る。フィルタ済み信号ＵＦ３１６が閾値ＶＴＨ３３６未満に立ち下がっ
たときに、パルスが検出される。それに応答して、再生信号ＵＲＥＣ３０６がハイ値に遷
移する。ハイの再生信号ＵＲＥＣ３０６は、続いて、入力ヒステリシス回路３１４を動作
させることで、可変抵抗３３７の抵抗を増加させ、閾値ＶＴＨ３３６を増加させ、それを
基準電圧ＶＳＳから離れるようにさらに動かす。フィルタ済み信号ＵＦ３１６が閾値ＶＴ

Ｈ３３６未満である場合、閾値ＶＴＨ３３６の値の増加は、フィルタ済み信号ＵＦ３１６
と閾値ＶＴＨ３３６との間の差分の絶対値を増加させる。再生信号ＵＲＥＣ３０６におけ
るハイ状態の持続期間は、フィルタ済み信号ＵＦ３１６が閾値ＶＴＨ３３６未満に立ち下
がる時と、続いて、上昇した閾値ＶＴＨ３３６を上回るように立ち上がる時との間の時間
に対応する。ヒステリシス回路３１４が閾値ＶＴＨ３３６を増加させることにより、再生
信号ＵＲＥＣ３０６におけるハイ状態の持続期間が延長される。再生信号ＵＲＥＣ３０６
がロー値に遷移したことに応答して、入力ヒステリシス回路３１４は、可変抵抗３３７の
抵抗を減少させることにより、再度、閾値ＶＴＨ３３６をレベルシフトする。一般的に、
閾値ＶＴＨ３３６は、最初に設定された第１の値に戻る。
【００４３】
　図４Ａは、図３Ａのアナログ受信器前段のフィルタ済み信号ＵＦ４１６（太い実線とし
て示す）を示すタイミング図４００である。明確となるように、図４Ａの時間スケールは
、図２の時間スケールより拡大されている。これにより、図４Ａは、フィルタ済み信号Ｕ

Ｆ３１６をより負の値にレベルシフトする非ゼロの電流を入力ヒステリシス回路３１４が
提供するときの、図３Ａに示す入力ヒステリシス回路３１４とフィルタ済み信号ＵＦ４１
６の電流Ｉ１との効果を示すことができる。図４Ａでは、細い実線４３９が、電流Ｉ１が
印加された場合のフィルタ済み信号を表すのに対し、点線４４０は、電流Ｉ１が印加され
ていないときのフィルタ済み信号を示す。
【００４４】
　フィルタ済み信号ＵＦ４１６が閾値ＶＴＨ４３６未満に立ち下がったことに応答して、
電流Ｉ１が印加されなくなり、フィルタ済み信号ＵＦ４１６が下方へとレベルシフトされ
る。このレベルシフトされたフィルタ済み信号ＵＦ４１６と閾値ＶＴＨ４３６との間の差
分の絶対値は、電流Ｉ１を印加したときのフィルタ済み信号４３９と閾値ＶＴＨ４３６と
の間の差分の絶対値より大きい。フィルタ済み信号ＵＦ４１６は、フィルタ段（段階）内
の静電容量が充電されるにつれて、徐々に点線４４０へと遷移する。下方シフトされたフ
ィルタ済み信号ＵＦ４１６が、閾値ＶＴＨ４３６を上回るように立ち上がると、電流Ｉ１

が、再度、印加されて、フィルタ済み信号ＵＦ４１６が、徐々に細い実線４３９へと遷移
する。入力フィルタ３０８の大きさは、時定数がパルス幅程度であるように選択され得る
。
【００４５】
　図示されるように、検出されたパルスの持続期間は、フィルタ済み信号ＵＦ４１６が閾
値ＶＴＨ４３６未満である時間長である。入力ヒステリシス回路がない場合、検出された
パルス幅は、実質的にＴＩＷ４４１となる。しかし、入力ヒステリシス回路がある場合、
検出されたパルス幅は、実質的にＴＰＷ４３８となる。示されるように、パルス幅ＴＩＷ

４４１の持続期間は、パルス幅ＴＰＷ４３８の持続期間より短い。従って、アナログ受信
器前段は、より長いパルス幅を再生し得る。
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【００４６】
　図４Ｂは、図３Ｂのアナログ受信器前段のフィルタ済み信号ＵＦ４１６と閾値ＶＴＨ４
３６とを示すタイミング図４０１である。
【００４７】
　フィルタ済み信号ＵＦ４１６が閾値ＶＴＨ４３６未満に立ち下がったことに応答して、
閾値ＶＴＨ４３６が値４４３にレベルシフトされる。フィルタ済み信号ＵＦ４１６が値４
４３における閾値ＶＴＨを上回るように立ち上がったことに応答して、閾値ＶＴＨ４３６
の値が値４４２に戻る。検出されたパルスの持続期間は、フィルタ済み信号ＵＦ４１６が
閾値ＶＴＨ４３６未満である時間である。入力ヒステリシス回路がない場合、検出された
パルス幅は、実質的にＴＩＷ４４１である。しかし、入力ヒステリシス回路がある場合、
検出されたパルス幅は、実質的にＴＰＷ４３８である。示されるように、パルス幅ＴＩＷ

４４１の持続期間は、パルス幅ＴＰＷ４３８の持続期間より短い。従って、閾値ＶＴＨ４
３６をレベルシフトすることにより、信号経路における寄生を増やさずに、かつ、電流源
を増やさずに、検出されたパルス幅を延長する。
【００４８】
　図５Ａは、他の例示的な前述のアナログ受信器前段１０２であるアナログ受信器前段５
０２を示す。アナログ受信器前段５０２は、フィルタ５０８と第１の増幅回路５１０と第
２の増幅回路５１２と出力回路５１３と入力ヒステリシス回路５１４とを含む。図５Ａに
示すアナログ受信器前段５０２は、第２の増幅回路５１２がトランジスタＱ３　５２８と
、トランジスタＱ４　５２９と、電流制御される電流源としてまとまって接続された電流
源５３０とを含むという点で、図３Ａに示すアナログ受信器前段３０２とは異なる。特に
、トランジスタＱ３　５２８とトランジスタＱ４　５２９と電流源５３０とが、非線形カ
レントミラーまたは４端子電流モード増幅器としてまとまって接続されている。図示され
るように、トランジスタＱ３　５２８は、ＰＭＯＳトランジスタであり得、トランジスタ
Ｑ１　５２４をまたいで接続される。言い換えると、トランジスタＱ３　５２８のドレイ
ンは、トランジスタＱ１　５２４のソースに接続されており、トランジスタＱ３　５２８
のソースは、トランジスタＱ１　５２４のドレインに接続されている。さらに、トランジ
スタＱ３　５２８のドレインは、フィルタ済み信号ＵＦ５１６に接続されている。第１の
信号Ｕ１　５１８は、トランジスタＱ３　５２８のソースとＱ４　５２９のゲートとにお
いて受信される。さらに、トランジスタＱ３　５２８のゲートは、基準ＶＳＳに接続され
ている。さらに、第２の増幅回路５１２の動作は、第１の増幅回路５１０のトランジスタ
が飽和領域で動作するように設定される。さらに、図５Ａに、ノイズ耐性を改善するのに
使用され得る任意選択的な静電容量５５０が図示されている。ノイズ耐性を改善する任意
選択的な静電容量は、また、送信器またはアナログ受信器前段の入力に接続された他の構
成要素の寄生出力キャパシタンスにより提供され得る。
【００４９】
　動作時、第２の増幅段は、第２の増幅段５１２への入力電流を増幅して、トランジスタ
Ｑ４　５２９のドレインにより出力される。従って、第２の増幅段の出力５１２は、トラ
ンジスタＱ４　５２９と電流源Ｉ４　５３０との結果としての電圧Ｕ２　５２０である。
トランジスタＱ４　５２９のドレイン・ソース電流は、トランジスタＱ３　５２８の増幅
されたバージョンのソース・ドレイン電流であり、増幅は、非線形であり得る。しかし、
第１の増幅回路５１０と第２の増幅回路５１２との間のノードにおける正味の静電容量は
、図３Ａと図３Ｂとに示すアナログ受信器前段に比べて低減され得、回路全体の速度を改
善し得る。
【００５０】
　図５Ｂは、他の例示的な前述のアナログ受信器前段１０２であるアナログ受信器前段５
０３を示す。アナログ受信器前段５０３は、フィルタ５０８と第１の増幅回路５１０と第
２の増幅回路５１２と出力回路５１３と入力ヒステリシス回路５１４とを含む。図５Ｂに
示すアナログ受信器前段５０３は、第２の増幅回路５１２が、カレントミラーまたは非線
形カレントミラーとしてまとまって接続された、トランジスタＱ３　５２８とトランジス
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タＱ４　５２９と電流源５３０とを含むという点で、図３Ａに示すアナログ受信器前段３
０２とは異なる。図示されるように、トランジスタＱ３　５２８は、ＮＭＯＳトランジス
タであり得、トランジスタＱ１　５２４をまたいで接続されている。言い換えると、トラ
ンジスタＱ３　５２８のドレインは、トランジスタＱ１　５２４のドレインに接続されて
おり、トランジスタＱ３　５２８のソースは、トランジスタＱ１　５２４のソースに接続
されている。言い換えると、Ｑ３　５２８のソースは、フィルタ済み信号ＵＦ５１６に接
続され得る。さらに、トランジスタＱ３　５２８のゲートは、それ自身のドレインとトラ
ンジスタＱ４　５２９のゲートとに接続されている。第１の信号Ｕ１　５１８は、Ｑ３　
５２８のドレインとゲートと、Ｑ４　５２９のゲートとにおいて受信される。さらに、第
２の増幅回路５１２の動作は、第１の増幅回路５１０のトランジスタが飽和領域で動作す
るように設定される。一例において、閾値電圧ＶＴＨ５３６は、基準ＶＳＳと実質的に等
しい値であり得る。
【００５１】
　動作時、第２の増幅段５１２は、第２の増幅回路５１２への入力電流を増幅し、それは
、トランジスタＱ４　５２９のドレインにより出力される。従って、第２の増幅段の出力
５１２は、トランジスタＱ４　５２９と電流源Ｉ４５３０との結果としての電圧Ｕ２　５
２０である。さらに、電流源５２６により提供される電流Ｉ２の全体が、抵抗５２２、５
２３を通って流れる。従って、図３Ａと図３Ｂとに比べて、抵抗５２２と５２３とは、よ
り小さなものであり得、同じ電流Ｉ２　５２６に対して、フィルタ済み信号ＵＦ５１６と
閾値ＶＴＨ５３６との間の同じ初期差分に到達し得る。その結果、静電容量５２１は、フ
ィルタ済み信号ＵＦ５１６の寄生容量の影響を低減し得るような、より大きなものであり
得る。加えて、フィルタ済み信号ＵＦと第１の信号Ｕ１　５１８とが同じ方向に変化する
ので、トランジスタＱ３　５２８のゲート・ソース容量とドレイン・ソース容量とは、第
１の信号Ｕ１　５１８に対して、より小さな減衰効果をもち得る。図６は、直流絶縁され
た送信器６０８と受信器６１０との間で通信する通信リンクを含むスイッチコントローラ
ー６０２を含むシステム６００を示す。システム６００は、さらに、アナログ受信器前段
６１６とスイッチコントローラー６０２とシステムコントローラー６０４と電力スイッチ
６０６（ＩＧＢＴとして図示されている）とを含む。スイッチコントローラー６０２は、
送信器６０８（ドライバインターフェースとも呼ばれる）と、ガルバニック絶縁をまたい
で送信される情報を受信する受信器６１０（駆動回路とも呼ばれる）と、ガルバニック絶
縁を橋渡しする通信リンクを形成する誘導結合６１２とを含む
【００５２】
　誘導結合６１２は、送信ループ６１１と受信ループ６１３とを含む。送信ループ６１１
は、一次ループ／巻線とも呼ばれ得る。受信ループ６１３は、二次ループ／巻線とも呼ば
れ得る。ループ６１１とループ６１３とは、様々な異なる方法で磁気結合され得る。例え
ば、いくつかの実施態様において、ループ６１１とループ６１３とは、共通の高透磁率コ
アの周囲に巻かれ得、変圧器を形成し得る。しかし、他の実施態様において、ループ６１
１とループ６１３とは、共通のコアを共有する必要はない。いくつかの実施態様において
、ループ６１１とループ６１３とは、各々が、半導体チップパッケージのリードフレーム
により少なくとも部分的に形成された単一ループのインダクタであり得、比較的小さなイ
ンダクタンスをもち得る。他の例として、ループ６１１とループ６１３とは、各々が、半
導体チップの上部金属化層により少なくとも部分的に形成されたインダクタであり得る。
【００５３】
　図６は、さらに、電力スイッチ６０６にかかる電圧ＶＣＥ６０５と、電力スイッチ６０
６の主端子間に流れる電流ＩＣＥ６０７と、電力スイッチ６０６がオンまたはオフのいず
れであるべきかを示す信号を生成するためシステムコントローラー６０４により使用され
得る情報を表す１つ以上のシステム入力６２０と、電力スイッチ６０６がオンまたはオフ
のいずれであるべきかを示す入力信号ＵＩＮ６２２と、送信器６０８により送信ループ６
１１に印加される送信電圧ＶＴ６２４と、送信ループ６１１を通って導通される送信電流
ＩＴ６２５と、送信電流ＩＴ１２５の変化により受信器ループ６２６に誘導される受信器
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電圧ＶＲ６２６（受信された信号ＵＲの一例でもある）と、アナログ受信器前段６１６に
よって定まる送信信号である受信された信号ＵＲＥＣと、復号器回路６２８による再生信
号ＵＲＥＣの復号化により得られる復号された信号ＵＤＥＣと、電力スイッチ６０６を駆
動するためドライバ６１８により出力される駆動信号ＵＤ６３０とを示す。
【００５４】
　動作時、システムコントローラー６０４は、システム入力６２０を受信して、システム
入力６２０に基づいてスイッチコントローラー６０２が電力スイッチ６０６をオンに切り
替えるべきか、または、オフに切り替えるべきかを判定するように接続されている。シス
テムコントローラー６０４は、さらに、判定の結果を特徴付ける入力信号ＵＩＮ６２２を
生成する。
【００５５】
　スイッチコントローラー６０２の送信器６０８は、入力信号ＵＩＮ６２２を受信するよ
うに接続されている。場合によっては、送信器６０８は、ドライバインターフェースであ
り得る。送信器６０８は、誘導結合６１２をまたいだ送信のため入力信号ＵＩＮ６２２を
符号化する。
【００５６】
　送信器６０８は、誘導結合６１２の磁気結合したループ６１１とループ６１３とを介し
て送信電圧ＶＴ６２４を受信器６１０に送信する。場合によっては、受信器６１０は、駆
動回路であり得る。示されている例において、送信器６０８は、送信ループ６１１を通し
て、変化する送信器電流ＩＴ６２５を駆動し、これが、受信器ループ６１３において電圧
ＶＲ６２６を誘導する。従って、受信器６１０は、送信器６０８から情報を受信する。
【００５７】
　図示された実施態様において、受信回路６１０は、アナログ受信器前段６１６と復号器
回路６２８とドライバ６１８とを含む。ドライバ６１８は、駆動信号ＵＤ６３０を出力す
る。駆動信号ＵＤ６３０は、電力スイッチ６０６の制御端子において受信されて、電力ス
イッチ６０６のスイッチングを制御するように接続されている。図示された実施態様にお
いて、電力スイッチ６０６は、ＩＧＢＴであり、駆動信号ＵＤ６３０は、ＩＧＢＴ６０６
のゲート端子において受信される。アナログ受信器前段６１６は、前述のアナログ受信器
前段であり得る。アナログ受信器前段６１６は、送信された信号を受信して、受信された
信号ＶＲ６２６から、送信された信号を判定する。復号器回路６２８は、再生信号ＵＲＥ

Ｃを受信して、電力スイッチ６０６がオン状態からオフ状態に遷移すべきか、または、そ
の逆かのいずれを、受信された信号が示すのか判定するように接続されている。復号器回
路６２８は、この判定の結果を特徴付ける復号された信号ＵＤＥＣを出力する。
【００５８】
　図７は、アナログ受信器前段を含み得るスイッチコントローラーを含む例示的な電力変
換装置７００を示す。電力変換装置７００は、負荷７１０に電気エネルギーを提供する。
電力変換装置７００は、直列接続された２つの電力スイッチ７０４、７０６を含む。加え
て、電力変換装置７００は、入力電圧７０２（ＵＩＮ）を受信する。電力変換装置７００
は、電力スイッチ７０４、７０６のスイッチングを制御することにより、入力から負荷７
１０に電気エネルギーを伝達するように設計されている。様々な実施態様において、電力
変換装置７００は、負荷に出力されるエネルギーの電圧、電流、または電力レベルを制御
し得る。
【００５９】
　図７に示す例において、電力スイッチ７０４、７０６は、ｎチャンネルＩＧＢＴである
。しかし、本発明の例は、他の電力スイッチと組み合わせても使用され得る。例えば、金
属－酸化物－半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）、バイポーラトランジスタ、
注入促進ゲートトランジスタ（ＩＥＧＴ）及びゲートターンオフサイリスタ（ＧＴＯｓ）
が、使用され得る。加えて、電力変換装置７００は、窒化ガリウム（ＧａＮ）半導体また
は炭化ケイ素（ＳｉＣ）半導体をベースとした電力スイッチと共に使用され得る。
【００６０】
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　電力スイッチ７０４、７０６は、各々、第１の制御回路７１８と第２の制御回路７２０
とにより制御される。第１のスイッチコントローラー７１８と第２のスイッチコントロー
ラー７２０とは、前述のスイッチコントローラーを含み得る。第１のスイッチコントロー
ラー７１８と第２のスイッチコントローラー７２０とは、第１のＩＧＢＴ７０４と第２の
ＩＧＢＴ７０６とのスイッチングを制御する第１ゲートドライバ信号７３０と第２のゲー
トドライバ信号７３２と（ＵＤＲ１、ＵＤＲ２）を提供する。２つの制御回路７１８、７
２０は、任意選択的に、システムコントローラー７１４により制御され得る。このような
システムコントローラーは、システム入力信号７１６を受信するための入力を含み得る。
図７に示す例において、ハーフブリッジ構成をとる２つの電力半導体スイッチが示されて
いる。しかし、他の形態が、使用されてもよい。
【００６１】
　本発明に関して示された例についての上記の説明は、要約で説明されている事項を含め
、網羅的であることも、開示されている形態そのものに限定することも意図されていない
。本発明の特定の実施形態及び例は、本明細書において例示を目的として説明されており
、本発明のより広い趣旨及び範囲から逸脱することなく様々な同等な変更が可能である。
実際、具体的で例示的な電圧、電流、周波数、出力領域値、時間などが、説明のために提
示されることと、本発明の教示に従った他の実施形態及び実施例において他の値も使用さ
れ得ることとが理解される。
【００６２】
　本発明は、付随した請求項で規定されるが、本発明は、さらに（代替的に）以下の実施
形態に従って規定され得ることが理解されるべきである。
【００６３】
　実施形態
【００６４】
１．
　受信器コイルと、
　受信器コイルに接続された第１の増幅段であって、
　　当該第１の増幅回路が、
　　　ａ）受信器コイルにより受信された信号の少なくとも一部と
　　　ｂ）閾値と
　　の間の差分を増幅する、
　　当該第１の増幅段と、
　第１の増幅段から増幅された差分を受信するように接続された第２の増幅段であって、
　　当該第２の増幅段が、カレントミラーを備える、
　　当該第２の増幅段と、
　ヒステリシスレベルシフタ回路であって、
　　受信器コイルにより受信された信号の少なくとも一部が閾値を横断したことに応答し
て、逆方向における閾値の横断が遅延されるように、
　　　ａ）受信器コイルにより受信された信号の一部、
　　　ｂ）閾値、または
　　　ｃ）受信器コイルにより受信された信号の一部と閾値と、
　　のレベルをシフトする、
　　当該ヒステリシスレベルシフタ回路と、
　を備えるデータ通信受信器。
【００６５】
２．
　カレントミラーが、第１の増幅段から増幅された差分を受信するように接続された入力
を有し、
　カレントミラーが、
　　第１のＭＯＳＦＥＴであって、
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　　　制御端子と、
　　　電流増幅回路の入力に接続されたソース／ドレインの第１のものと、
　　　第１の基準電位に接続されたソース／ドレインの第２のものと、
　　　を有する当該第１のＭＯＳＦＥＴと、
　　第２のＭＯＳＦＥＴであって、
　　　電流増幅回路の入力に接続された制御端子と、
　　　電流増幅回路の出力に接続されたソース／ドレインの第１のものと、
　　　第２の基準電位に接続されたソース／ドレインの第２のものと、
　　　を有する当該第２のＭＯＳＦＥＴと、
　　を備え、
　動作時、第１のＭＯＳＦＥＴが導通状態を維持するように、第１のＭＯＳＦＥＴの制御
端子がバイアスされる、
　実施形態１のデータ通信受信器。
【００６６】
３．
　受信器コイルと、
　受信器コイルにより受信された信号から低周波数成分をフィルタすることとフィルタ済
み信号を出力することとをするように接続されたフィルタ回路と、
　フィルタ済み信号を受信することと閾値を基準としたフィルタ済み信号の差分を増幅す
ることとをするように接続された増幅回路と、
　ヒステリシスレベルシフタ回路であって、
　　フィルタ済み信号が閾値を横断したことに応答して、逆方向における閾値の横断が遅
延されるように、
　　　ａ）受信器コイルにより受信されたフィルタ済み信号の一部、
　　　ｂ）閾値、または
　　　ｃ）フィルタ済み信号の一部と閾値との両方、
　　のレベルをシフトする、
　　当該ヒステリシスレベルシフタ回路と、
　を備えるデータ通信受信器。
【００６７】
４．
　増幅回路が、
　　フィルタ済み信号と閾値との間の差分を増幅するように接続された第１の増幅段と、
　　第１の増幅段から増幅された差分を受信するように接続された第２の増幅段であって
、当該第２の増幅段がカレントミラーを備える、当該第２の増幅段と、
　を備える、
　実施形態３のデータ通信受信器。
【００６８】
５．
　カレントミラーが第１の増幅段から増幅された差分を受信するように接続された入力を
有し、
　カレントミラーが、
　　第１のＭＯＳＦＥＴであって、
　　　制御端子と、
　　　電流増幅回路の入力に接続されたソース／ドレインの第１のものと、
　　　第１の基準電位に接続されたソース／ドレインの第２のものと、
　　　を有する当該第１のＭＯＳＦＥＴと、
　　第２のＭＯＳＦＥＴであって、
　　　電流増幅回路の入力に接続された制御端子と、
　　　電流増幅回路の出力に接続されたソース／ドレインの第１のものと、
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　　　第２の基準電位に接続されたソース／ドレインの第２のもの、
　　　を有する当該第２のＭＯＳＦＥＴと、
　　を備え、
　動作時、第１のＭＯＳＦＥＴが導通状態を維持するように、第１のＭＯＳＦＥＴの制御
端子がバイアスされる、
　実施形態４のデータ通信受信器。
【００６９】
６．
　受信器コイルと、
　受信器コイルに接続された第１の増幅段であって、
　　第１の増幅回路が、
　　　ａ）受信器コイルにより受信された信号の少なくとも一部と、
　　　ｂ）閾値と、
　　の間の差分を増幅する、
　　当該第１の増幅段と、
　第１の増幅段から増幅された差分を受信するように接続された入力を有する電流増幅回
路であって、
　　当該電流増幅回路が、
　　　第１のＭＯＳＦＥＴであって、
　　　　制御端子と、
　　　　当該電流増幅回路の入力に接続されたソース／ドレインの第１のものと、
　　　　第１の基準電位に接続されたソース／ドレインの第２のものと、
　　　　を有する当該第１のＭＯＳＦＥＴと、
　　　第２のＭＯＳＦＥＴであって、
　　　　当該電流増幅回路の入力に接続された制御端子と、
　　　　当該電流増幅回路の出力に接続されたソース／ドレインの第１のものと、
　　　　第２の基準電位に接続されたソース／ドレインの第２のものと、
　　　を有する当該第２のＭＯＳＦＥＴと、
　　　を備え、
　　動作時、第１のＭＯＳＦＥＴが導通状態を維持するように、第１のＭＯＳＦＥＴの制
御端子がバイアスされる、
　　当該電流増幅回路と、
　ヒステリシスレベルシフタ回路であって、
　　受信器コイルにより受信された信号の少なくとも一部が閾値を横断したことに応答し
て、逆方向における閾値の横断が遅延されるように、
　　ａ）受信器コイルにより受信されたフィルタ済み信号の一部、
　　ｂ）閾値、または
　　ｃ）フィルタ済み信号の一部と閾値との両方、
　　のレベルをシフトする、
　　当該ヒステリシスレベルシフタ回路と、
　を備えるデータ通信受信器。
【００７０】
７．
　第１の基準電位が、第２の基準電位と同じである、
　実施形態３のデータ通信受信器。
【００７１】
８．
　第１の基準電位が、データ通信受信器の負の供給電位である、
　実施形態３から実施形態４のいずれか１つのデータ通信受信器。
【００７２】
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９．
　第１の基準電位が、受信器コイルにより受信された信号の最小部分である、
　実施形態３のデータ通信受信器。
【００７３】
１０．
　第１のＭＯＳＦＥＴの制御端子が、電流増幅回路の入力に接続されている、
　実施形態３から実施形態６のいずれか１つのデータ通信受信器。
【００７４】
１１．
　第１のＭＯＳＦＥＴと第２のＭＯＳＦＥＴとが、リニアカレントミラーを形成している
、
　実施形態７のデータ通信受信器。
【００７５】
１２．
　受信器コイルにより受信された信号から低周波数成分をフィルタすることと、第１の増
幅段にフィルタ済み信号を出力することとをするように接続されたフィルタ回路をさらに
備える、
　実施形態１から実施形態２及び実施形態６から実施形態１１のいずれか１つのデータ通
信受信器。
【００７６】
１３．
　フィルタ回路が、受信器コイルを第１の増幅段に結合する静電容量を備える、
　実施形態１２及び実施形態３から実施形態５のいずれか１つのデータ通信受信器。
【００７７】
１４．
　フィルタ回路の静電容量が、ＭＯＳＦＥＴのゲート静電容量を備える、
　実施形態１３のデータ通信受信器。
【００７８】
１５．
　フィルタ回路が、基準電位に接続された抵抗を備え、
　ヒステリシスレベルシフタ回路が、抵抗にかかる電位のレベルをシフトする、
　実施形態１２から実施形態１４及び実施形態３から実施形態５のいずれか１つのデータ
通信受信器。
【００７９】
１６．
　ヒステリシスレベルシフタ回路が、抵抗にかかる電位のレベルをシフトする可変電流を
出力するように接続された可変電流源を備える、
　実施形態１５のデータ通信受信器。
【００８０】
１７．
　第１の増幅段が、コモンゲート増幅器を備える、
　実施形態１から実施形態２及び実施形態４から実施形態１６のいずれか１つに従ったデ
ータ通信受信器。
【００８１】
１８．
　コモンゲート増幅器が、閾値に接続されたソースを有する第１のトランジスタを備える
、
　実施形態１６に従ったデータ通信受信器。
【００８２】
１９．
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　第１の差動増幅段が、ＮＭＯＳトランジスタを備える、
　実施形態１６から実施形態１７のいずれか１つに従ったデータ通信受信器。
【００８３】
２０．
　コモンゲート増幅器の入力と基準電位との間に接続された可変抵抗をさらに備え、
　ヒステリシスレベルシフタ回路が、可変抵抗の抵抗を変化させて閾値のレベルをシフト
するように接続されている、
　先行するいずれか１つの実施形態に従ったデータ通信受信器。
【００８４】
２１．
　閾値とレベルのシフトとは、デューティ比５０％である送信された信号に対して、増幅
された差分のデューティ比が３５％と６５％との間、例えば、４０％と６０％との間であ
るように構成されている、
　先行するいずれか１つの実施形態のデータ通信受信器。
【００８５】
２２．
　受信器コイルにより受信された信号の少なくとも一部と閾値との間の増幅されたバージ
ョンの差分を受信するように接続された出力回路をさらに備え、
　出力回路が、差分を表す２値状態信号を出力するように接続されている、
　先行するいずれか１つの実施形態に従ったデータ通信受信器。
【００８６】
２３．
　ヒステリシスレベルシフタ回路が、２値状態信号の状態変化に応答して、レベルをシフ
トする、
　実施形態２２に従ったデータ通信受信器。
【００８７】
２４．
　ヒステリシスレベルシフタ回路が、受信器コイルにより受信された信号の少なくとも一
部のレベルをシフトする、
　先行するいずれか１つの実施形態に従ったデータ通信受信器。
【００８８】
２５．
　ヒステリシスレベルシフタ回路が、信号が閾値未満に低下したことに応答して、レベル
をシフトする、
　先行するいずれか１つの実施形態に従ったデータ通信受信器。
【００８９】
２６．
　受信器コイルが、リードフレームの一部を備える、
　先行するいずれか１つの実施形態に従ったデータ通信受信器。
【００９０】
２７．
　受信器コイルが、ボンドワイヤを備える、
　先行するいずれか１つの実施形態に従ったデータ通信受信器。
【００９１】
２８．
　受信器コイルが、表面を金属化した材料を備える、
　先行するいずれか１つの実施形態に従ったデータ通信受信器。
【００９２】
２９．
　受信器コイルが、５０ｎＨ以下のインダクタンス、例えば、２０ｎＨ以下をもつ、
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　先行するいずれか１つの実施形態に従ったデータ通信受信器。
【００９３】
３０．
　先行するいずれか１つの実施形態に従ったデータ通信受信器を備える、
　電力変換装置。
【００９４】
３１．
　受信器コイルに磁気結合された送信器コイルと、
　送信器コイルをまたいでパルスを出力するように接続されたパルス発生器と、
　をさらに備える、実施形態３０の電力変換装置。
【００９５】
３２．
　パルス発生器が、１０ｎｓ以下、例えば、５ｎｓ以下の持続期間をもつパルスを生成す
るように構成されている、
　実施形態３０から実施形態３１のいずれか１つの電力変換装置。
【００９６】
３３．
　送信器コイルが、５０ｎＨ以下、例えば、２０ｎＨ以下のインダクタンスをもつ、
　実施形態３０から実施形態３２のいずれか１つの電力変換装置。
【００９７】
３４．
　電力変換装置が、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ電力スイッチを備える、
　実施形態３０から実施形態３３のいずれか１つのコントローラー。

【図１】 【図２】
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